
令和6年6月1日

【訪問介護事業】（１回につき）

うち

介護
保険額

１割 ２割 ３割

２０分未満
（頻回の訪問）

163 1,630 1,467 163 326 489

２０分未満 163 1,630 1,467 163 326 489

２０分以上３０分未満 244 2,440 2,196 244 488 732

３０分以上６０分未満 387 3,870 3,483 387 774 1,161

６０分以上９０分未満 567 5,670 5,103 567 1,134 1,701

以降30分増すごとに
加算

82 820 738 82 164 246

２０分以上４５分未満 179 1,790 1,611 179 358 537

４５分以上 220 2,200 1,980 220 440 660

２０分以上 65 650 585 65 130 195

４５分以上 130 1,300 1,170 130 260 390

７０分以上 195 1,950 1,755 195 390 585

初回加算（新規）

新規利用者にサービ
ス提供責任者が初回
及び同月内に訪問介
護を行う場合又同行
訪問を行った場合。

緊急時訪問介護加算

居宅サービス計画に
ない身体介護を緊急
時に行った場合。

・当訪問介護事業所と同一建物に居住する利用者は所定単位数×90/100となります。

※介護保険法改正等により料金改定があります。　　　　　　　　　　　　

介護職員等処遇改善加算Ⅱ（1月につき、所定単位数×２２.４％）が利用者負担となります。

・ただし介護保険給付の範囲を超えた場合は全額負担となります。

・一定以上所得のある方は介護負担割合１割～3割負担となります。
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さくら苑訪問介護事業所　利用料金表　
　　　　（介護保険の1割～3割）

　　※負担割合証をご確認ください

訪問区分 時　　間 単位 利用料金

利用者負担額



１割 ２割 ３割

訪問型独自サービス１１
週1回程度の第1号訪問事業が必

要とされた者
1,176 11,760 10,584 1,176 2,352 3,528

訪問型独自サービス１２

訪問型独自サービス１３

週２回を超える程度の第1号訪問
事業が必要とされた者

初回加算（新規）

新規利用者にサービス提供責任
者が初回及び同月内に訪問介護
を行う場合又同行訪問を行った
場合。

2,000

介護職員等処遇改善加算Ⅱ（１月につき、所定単位数×２２.４％）が利用者負担となります。
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・一定以上所得のある方は介護負担割合１割～3割負担となります。

・当訪問介護事業所と同一建物に居住する利用者は所定単位数×90/100となります。

※介護保険法改正等により料金改定があります。

11,181

・ただし介護保険給付の範囲を超えた場合は全額負担となります。

週２回程度の第１号訪問事業が
必要とされた者

3,727 37,270 33,543 3,727 7,454

2,349 23,490 21,141 2,349 4,698 7,047

1,800200/月

さくら苑訪問介護事業所　利用料金表　
令和6年6月1日

【第1号訪問事業】（１月につき）　　　　　　　　　　　 （介護保険の1割～3割）

※負担割合証をご確認下さい

訪問区分 単位 利用料金
うち介護
保険額

利用者負担額


	令和6年６月同意書用 ① 
	令和6年6月同意書用（総合）② 

